
下｢保証契約｣という｡)を締結し､その保証証書を発注者に寄託して､

請負代金額の1 0分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することがで

きる｡

2　発注者は､前項の規定による請求があったときは､請求を受けた目から

起算して14日以内に前払金を支払わなければならない｡

3　受注者は､第1項の規定により前払金の支払を受けた後､保証事業会社

と中間前払金に関し､この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする

保証契約を締結し､その保証証書を発注者に寄託して､請負代金額の1 0

分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる｡この場

合においては､前項の規定を準用する｡

4　受注者は､前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとすると

きは､あらかじめ､発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る

認定を受けなければならない｡この場合において､発注者又は発注者の

指定する者は､受注者の請求があったときは､直ちに認定を行い､当該

認定の結果を受注者に通知しなければならない｡

5　受注者は､請負代金額が著しく増額された場合においては､その増額後

の請負代金額の10分の4 (第3項の規定により中間前払金の支払を受け

ているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中

間前払金の支払を受けているときは､当該中間前払金の額を含む｡以下こ

の条から第38条まで､第42条､第48条及び第52条において同じ｡)

を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで

きる｡この場合においては､第2項の規定を準用する｡

6　受注者は､請負代金額が著しく減額された場合において､受領済みの前

払金額が減額後の請負代金額の10分の5 (第3項の規定により中間前払

金の支払を受けているときは10分の6｡次項において同じ｡)を超える

ときは､請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還し

なければならない｡ただし､この項の期間内に第39条又は第40条の規

定による支払をしようとするときは､発注者は､この支払額の中からその

超過額を控除することができる｡

7　受注者は､前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金

額を増額した場合において､増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以

上の額であるときは､その超過額を返還しないものとし､増額後の請条代
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金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは､受領済みの前払金の額

からその増額後の請負代金額の1 0分の5の額を差し引いた額を返還しな

ければならない｡

8　発注者は､受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは､

その未返還額につき､同項の期間を経過した目から返還する日までの期間

について､その目数に応じ､年2. 7パーセント(政府契約の支払遅延

防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定

する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請

求することができる｡

(保証契約の変更)

第37条　受注者は､前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加し

て更に前払金の支払を請求する場合には､あらかじめ､保証契約を変更

し､変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない｡

2　受注者は､前項に定める場合のほか､請負代金額が減額された場合に

おいて､保証契約を変更したときは､変更後の保証証書を直ちに発注者

に寄託しなければならない｡

3　受注者は､前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には､

発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする｡

(前払金の使用等)

第38条　受注者は､前払金をこの工事の材料費､労務費､機械器具の賃

借料､機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限

る｡)､動力費､支払運賃､修繕費､仮設費､労働者災害補償保険料及び

保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない｡

2　前項の場合において､平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

でに払出しが行われるものについては､前払金の100分の25を超える

額及び中間前払金を除き､この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち

この工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる｡

(部分払)

第39条　この契約において部分払の特約をした場合には､受注者は､工

事の完成前に､出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造

工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督官の検査を要

するものにあっては当該検査に合格したもの､監督官の検査を要しない
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ものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限

る｡)に相応する請負代金相当額(以下第42条及び第43条において単

に｢請負代金相当額｣という｡)の10分の9以内の額について､次項か

ら第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる｡た

だし､この請求は工期中1回を超えることができない｡

2　受注者は､部分払を請求しようとするときは､あらかじめ､当額請求

に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場

等にある工場製晶の確認を発注者に請求しなければならない｡

3　発注者は､前項の場合において､当該請求を受けた日から､起算して

14日以内に､受注者の立会いの上､設計図書に定めるところにより､

同項の確認をするための検査を行い､当該確認の結果を受注者に通知し

なければならない｡この場合において､発注者は､必要があると認めら

れるときは､その理由を受達者に通知して､出来形部分を必要最小限度

破壊して検査することができる｡

4　前項の場合において､検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担

とする｡

5　受注者は､第3項の規定による確認があったときは､部分払を請求す

ることができる｡この場合において､発注者は､当該請求を受けた日か

ら起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない｡

6　部分払金の額は､次の式により算定する｡この場合において第1項の

請負代金相当額は､発注者と受注者とが協議して定める｡ただし､発注

者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合に

は､発注者が定め､受注者に通知する｡

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× (9/10-前払金額/請負

代金額)

7　第5項の規定により部分払金の支払があった後､再度部分払の請求を

する場合においては､第1項及び前項中｢請負代金相当額｣とあるのは

｢請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除

した額｣とするものとする｡

(部分引渡し)

第40条　工事目的物について､発注者が設計図書において工事の完成に
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先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下｢指定部分｣と

いう.｡)がある場合において､当該指定部分の工事が完了したときについ

ては､第32条中｢工事｣とあるのは｢指定部分に係る工事｣と､ ｢工事

目的物｣とあるのは｢指定部分に係る工事目的物｣と､同条第5項及び第

33条中｢請負代金｣とあるのは｢部分引渡しに係る請負代金｣と読み替

えて､これらの規定を準用する｡

2　前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求すること

のできる部分引渡しに係る請負代金の額は､次の式により算定する｡この

場合において､指定部分に相応する請負代金の額は､発注者と受注者と

が協議して定める｡ただし､発注者が前項の規定により準用する第32

条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合

には､発注者が定め､受注者に通知する｡

部分引渡しに係る請負代金の額-指定部分に相応する請負代金の額×

(1-　前払金額/請負代金額)

(国庫債務負担行為に係る契約の特則)

第41条　国庫債務負担行為(以下｢国債｣という｡)に係る契約において､

各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下｢支払限度額｣という｡)

は､次のとおりとする｡

支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は､次のとおりである｡

年度　　　　　　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　　　　　　円

年度　　　　　　　　　　　　　　　　　円

3　発注者は､予算上の都合その他の必要があるときは､第1項の支払限度

額及び前項の出来高予定額を変更することができる｡

4　この条は､航空自衛隊契約担当官の行う契約については､適用しない｡

(国債に係る契約の前金払の特則)

第42条　国債に係る契約の前金払につい七は､第36条第1項及び第3項

中｢この契約書記載の工事完成の時期｣とあるのは｢この契約書記載の工

事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては､各会計年度
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末)｣と､同条及び第37条中｢請負代金額｣とあるのは｢当該会計年度

の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額を超えた場合において､当該会計年度の当初に部分払をし

たときは､当該超過額を控除した額)｣と読み替えて､これらの規定を準

用する｡ただし､この契約を締結した会計年度(以下｢契約会計年度｣と

いう｡)以外の会計年度においては､受注者は､予算の執行が可能となる

時期以前に前払金の支払を請求することはできない｡

2　前項の場合において､契約会計年度について前払金を支払わない旨が設

計図書に定められているときには､同項において読み替えて準用する第

36条第1項の規定にかかわらず､受注者は､契約会計年度について前払

金の支払を請求することができない｡

3　第1項の場合において､契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて

支払う旨が設計図書に定められているときには､同項において読み替えて

準用する第36条第1項の規定にかかわらず､受注者は､契約会計年度に

翌会計年度に支払うべき前払金相当分(　　　　円以内)を含めて前払

金の支払を請求することができる｡

4　第1項の場合において､前会計年度末における請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達しないときには､同項において読み替えて準

用する第36条第1項の規定にかかわらず､受注者は､請負代金相当額が

前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払

を請求することができない｡

5　第1項の場合において､前会計年度末における請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達しないときには､その額が当該出来高予定額

に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする｡この場合において

は､第37条第3項の規定を準用する｡

6　この条は､航空自衛隊契約担当官の行う契約については､適用しない｡

(国債に係る契約の部分払の特則)

第43条　国債に係る契約において､前会計年度末における請負代金相当額

が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては､受注者は､当

該会計年度の当初に､前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額を超えた額(以下｢出来高超過額｣という｡)につい

て部分払を請求することができる｡ただし､契約会計年度以外の会計年度
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においては､受注者は､予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払

を請求することはできない｡なお､中間前払金を選択した場合には､出来

高超過額について部分払を請求することはできない｡

2　この契約において､前払金の支払を受けている場合の部分払金の額につ

いては､第39条第6項及び第7項の規定にかかわらず､次の式により算

定する｡

(1)　中間前金払を選択しない場合

部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10　- (前会計年度までの支払

金額+当該会計年度の部分払金額) - (請負代金相当額- (前会計年度

までの出来高予定額+出来高超過額)) ×当該会計年度前払金額/当該

会計年度の出来高予定額

(2)　中間前金払を選択した場合

部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10　-前会計年度までの支払金

額- (請負代金相当額一前会計年度までの出来高予定額) × (当該会計

年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額) /当該会計年度の出来高

予定額

3　各会計年度において､部分払を請求できる回数は､次のとおりとする｡

年度　　　　　　　　　　　　　　　回

年度　　　　　　　　　　　　　　　回

年度　　　　　　　　　　　　　　　回

4　この条は､航空自衛隊契約担当官の行う契約については､適用しない｡

(第三者による代理受領)

第44条　受注者は､あらかじめ､発注者の書面による承認を得た場合に

限り､請負代金の全部又は一部の受領につき､第三者を代理人とするこ

とができる｡

2　発注者は､前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合にお

いて､受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人であ

る旨の明記がなされているときは､当該第三者に対して第33条(第

40条において準用する場合を含む｡)又は第39条の規定に基づく支払

をしなければならない｡

(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)

第45条　受注者は､発注者が第36条､第39条又は第40条において

1 - 1 -26



準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し､相当の期間を定めて

その支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは､工事の全部又

は一部の施工を一時中止することができる｡この場合においては､受注

者は､その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しな

ければならない｡

2　発注者は､前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合にお

いて､必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し､

又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者､建設

機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う

増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

を負担しなければならない｡

(噸痕担保)

第46条　発注者は､工事目的物に噸庇があるときは､受注者に対して相

当の期間を定めてその場庇の修補を請求し､又は修補に代え若しくは修

補とともに損害の賠償を請求することができる｡ただし､塀痕が重要で

はなく､かつ､その修補に過分の費用を要するときは､発注者は､修補

を請求することができない｡

2　前項の規定による根痕の修補又は損害賠償の請求は､第32条第4項

又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む｡)の

規定による引渡しを受けた日から契約の種別により原則として2年以内

に行わなげればならない｡ただし､その場庇が受注者の故意又は重大な

過失により生じた場合には､当該請求を行うことのできる期間は10年

とする｡

3　発注者は､工事目的物の引渡しの際に噸庇があることを知ったときは､

第1項の規定にかかわらず､その旨を直ちに受注者に通知しなければ､

当該噸痕の修補又は損害賠償の請求をすることはできない｡ただし､受

注者がその戦痕があることを知っていたときは､この限りでない｡

4　この契約が､住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成1 1年法律第

81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には､工

事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成1 2年

政令第64号)第5条に定める部分の噸庇(構造耐力又は雨水の浸入に影

響のないものを除く｡)について修補又は損害賠償の請求を行うことので
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きる期間は､ 10年とする｡

5　発注者は､工事目的物が第1項の職疲により滅失又はき損したときは､

第2項又は前項に定める期間内で､かつ､その滅失又はき損の日から6

月以内に第1項の権利を行使しなければならない｡

6　第1項の規定は､工事目的物の噸庇が支給材料の性質又は発注者若し

くは監督官の指示により生じたものであるときは適用しない｡ただし､

受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知

しなかったときは､この限りでない｡

(履行遅滞の場合における損害金等)

第47条　受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成するこ

とができない場合においては､発注者は､損害金の支払を受注者に請求

することができる｡

2　前項の損害金の額は､請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応

する請負代金額を控除した額につき､遅延日数に応じ､年5･ 0パーセ

ント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337

号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算

した額とする｡

3　発注者の責めに帰すべき事由により第33条第2項(第40条におい

て準用する場合を含む｡)の規定による請負代金の支払が遅れた場合にお

いては､受注者は､未受領金額につき､遅延日数に応じ､年2. 7パー

セント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定す

る財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注

者に請求することができる｡

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第48条　第4条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保

証する公共工事履行保証革券による保証が付された場合において､受注

者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは､発注者は､当該公共

工事履行保証証券の規定に基づき､保証人に対して､他の建設業者を選

定し､工事を完成させるよう請求することができる｡

2　受注者は､前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建

設業者(以下｢代替履行業者｣という｡)から発注者に対して､この契約
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に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われ

た場合には､代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる｡

(1)請負代金債権(前払金､部分払金又は部分引渡しに係る請負代金と

して受注者に既に支払われたものを除く｡)I

(2)　工事完成債務

(3)堰疲担保債務(受注者が施工した出来形部分の戦痕に係るものを除

く｡)

(4)　解除権

(5)　その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により

受注者が施工した工事に関して生じた第三者-の損害賠償債務を除

く｡)

3　発注者は､前項の通知を代替履行業者から受けた場合には､代替履行

業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾

する｡

4　第1項の規定による発注者の請求があった場合において､当該公共工

事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには､

この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その

他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金

等を含む｡)は､当該保証金の額を限度として､消滅する｡

(発注者の解除権)

第49条　発注者は､次のいずれかに該当するときは､この契約を解除す

ることができる｡

(1)受注者が正当な理由がなく､工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない

とき｡

(2)受注者がその責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又

は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと

認められるとき｡

(3)受注者が第10条第1項第2号に掲げる者を定め､工事現場に配置

しなかったとき｡

(4)受注者が前三号に掲げる場合のほか､この契約に違反し､その違反

によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき｡
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(5)第51条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき｡
i

(6)受注者(受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの

者をいう｡以下この号において同じ｡)が次のいずれかに該当するとき｡

ア　役員等(受注者が個人である場合にはその者を､受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を

締結する事務所の代表者をいう｡以下この号において同じ｡)が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号｡

以下｢暴力団対策法｣という｡)第2条第6号に規定する暴力団員(以

下この号において｢暴力団員｣という｡ )であると認められるとき｡

イ　暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう｡以

下この号において同じ｡)又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められるとき｡

ウ　役員等が自己､自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって､暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき｡

ェ　役員等が､暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､又は便宜

を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し､又は

関与していると認められるとき｡

オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき｡

カ　下請契約､資材､原材料等の購入契約その他の契約に当たり､その

相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら､当該

者と契約を締結したと認められるとき｡

キ　受注者が､アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約､資材､

原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当

する場合を除く｡)に､発注者が受注者に対して当該契約の解除を求

め､受注者がこれに従わなかったとき｡

(契約が解除された場合等の違約金)

第49条の2　次のいずれかに該当する場合においては､受注者は､講負代

金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に

支払わなければならない｡

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合｡
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